
ポイント!

１　特定中小企業者とは？

②　対象となる企業は、「特定中小企業者」です。

Q18 資本金１、０００万円の中小企業です。多額の債務を抱えて困っています。私は、今回新設される
「第２会社」スキ－ムを使うことができますか？

①　この「第２会社」方式の事業再生スキ－ムは、経済産業省が第１７１国会に上程している「産業活力

　　再生特別措置法」の改正案に盛り込まれているものです。

　　以下単に「再生措置法」と呼びます。 (H21.4.22成立､H21.4.30公布)

　　この「特定中小企業者」とは、過大な債務を負っていることその他の事情によって財務の状況が悪化

　　していることにより、事業の継続が困難になっている中小企業者をいいます。（再生措置法２条）

　　又この中小企業者とは、中小企業基本法に定める中小企業者です。

資本金 (かつ）従業員

解説

③　具体的な手続きは、上記特定中小企業者と「承継事業者」（特定中小企業者の事業を引き継ぐ

　　事業者）が共同（分割等で新設法人を設立する場合には単独）で、「中小企業承継事業再生計画」

　　を作成して、経済産業大臣の認定を受ける必要があります。（再生措置法３９条の２）

特定中小企業者

サ－ビス業

小売業

①　過大な債務を負っていること

②　財務状況が悪化していること

中小企業者

（中小企業基本法）

業種

製造、建設、運輸業

卸売業

３億円以下 300人以下

１億円以下 100人以下

5､000万円以下 100人以下

5､000万円以下 50人以下

③　事業の継続が困難となって

　　いること

有利子ＣＦ倍率が20年超

現在の負債残高

ＣＦ
＞２０
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２　中小企業承継事業再生計画の内容

今回の第２会社スキ－ムは、「中小企業承継事業再生計画」を策定し、経済産業大臣の認定を受けることが

要件となっています。 (再生措置法39条の2）

この「中小企業承継事業再生計画」には、次に掲げる事項を記載しなければなりません。

① 中小企業承継事業再生の目標

② 特定中小企業者の業務及び財務の状況に関する事項

③ 承継事業者に関する事項

④ 中小企業事業再生による事業の強化の程度を示す指標

⑤ 中小企業事業再生の内容及び実施時期

⑥ 中小企業事業再生の実施に必要な資金の額及びその調達方法

⑦ 中小企業事業再生に伴う労務に関する事項

３　中小企業承継事業再生計画が認定されるための主な要件

上記２で作成する「中小企業承継事業再生計画」が経済産業大臣に認定されるためには、以下の要件を

クリア－する必要があります。

条件１　金融機関同意要件

再生支援協議会

私的整理ガイドライン

ＲＣＣ企業再生スキ－ム

地域力再生機構

事業再生ＡＤＲ

公正なプロセスを経て、

債権者である金融機関

の同意を得ていること

条件２　事業収支＆財務状況
　　　　　改善要件

　　　　（計画期間＝3～5年で
　　　　　達成のこと）

経常収支　＞　０　（つまり、営業利益＞支払利息）

有利子負債／ＣＦ　≦　10　（つまり、１０年以内に完済）

承継事業に係る従業員の概ね8割以上の雇用を確保すること。

条件4　取引中小企業保護要件
第二会社への他の中小企業からの支払債務を引き継ぎ、貸倒と
ならないように配慮すること。

条件3　雇用継続要件
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4　計画が認定後の金融支援の内容

5　このスキ－ムの具体的な検討開始時期

　 法律は、平成２１年４月３０日に公布され、現在政令がパブリックコメント中。今後具体的な指針が今月中にパブリック

コメントに上程される予定。具体的な適用開始時期は、早くて７月頃からの予定とのこと。（Ｈ２１．５．１確認情報）

支援１　日本政策金融公庫によ
　　　　　る特別貸し付け制度

通常金利マイナス０．９％

設備7億2,000万円　運転4億8,000万円まで

支援2　信用保証協会の保証枠
　　　　　を別枠で確保

通常枠　（普通枠2億円、無担保8,000万円、小口1,250万円）

別枠　（普通枠2億円、無担保8,000万円、小口1,250万円）

＋

支援3　投資育成会社の出資限
　　　　　度額の引き上げ

出資上限枠3億円の引き上げ
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